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Ⅰ 計画作成の趣旨

平成１９年４月の第五次医療法改正に基づき、平成２０年３月に第五次福島県

医療計画（以下「第五次計画」という。）が策定され、これに合わせて第四次福島

県保健医療計画（以下「第四次計画」という。）は廃止されました。

第四次計画では、その一部として二次医療圏ごとに地域保健医療福祉圏計画を

定め、地域の特性や実情に即した保健医療福祉施策を推進してきましたが、第五

次医療法改正により二次医療圏ごとの医療提供体制についての規定が削除された

ため、第五次計画においては、二次医療圏ごとの保健及び医療に関する計画は定

めておりません。

しかしながら、県南地域の保健医療福祉の現状を踏まえ、課題を明らかにし、

計画的に施策を推進していくことは、今後においても必要なことです。

このため、県南保健福祉事務所が中期的な視点で施策を展開するための基本的

な計画として、本計画を作成しました。

Ⅱ 計画期間

計画期間は、平成２０年度から平成２２年度とします。
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Ⅲ 県南地域の特徴

県南地域は中通り地方の南に位置し、白河市、西白河郡及び東白川郡の1市4町4

村からなり、その面積は1,233.24㎢と県土の8.9％を占めています。

那須甲子連峰や八溝山系を源とする阿武隈川、久慈川などの豊かな自然に恵ま

れた清流と緑豊かな美しい源流の郷であり、かつ、東北の玄関口として首都圏に

隣接するという地理的優位性を有しており、国道２８９号甲子トンネルの開通な

ど幹線交通網の整備進展に伴い、多面的な発展の可能性が高い地域であります。

人口は、平成17年10月1日現在で、153,347人で、県全体の7.3％を占めており、

県人口が平成12年と比べて1.7％減少しているのに対し、県南地域では1.1％の減

少にとどまっています。

人口密度は、124.3人／㎢と県平均の151.7人／㎢ より低くなっています。年齢

別人口では、年少人口比率が15.4％と県全体の14.7％より高く、老年人口比率は2

2.1％で県全体の22.7％より低くなっていますが、東白川郡では27.2％と高齢化率

が高くなっています。

平成17年度の就業者数は、76,321人と県全体の7.6％を占めており、産業別には、

第１次産業11.3％、第２次産業39.0％、第３次産業49.3％と、電気、機械を中心

に第２次産業の比率が県平均の30.6％より高くなっています。

平成17年の主要死因を構成比でみると、悪性新生物は27.5%と県全体とほぼ同

じで、心疾患は19.0%と県全体を1.6％、脳血管疾患は15.0%と県全体を0.9％上回

っています。これら三大生活習慣病が死因全体に占める割合は61.5％で、平成12

年の60.7％より高くなっています。

〔出典：最新の国勢調査（平成１７年）〕
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Ⅳ 保健・医療・福祉における主要な施策

１ 食品等の安全性の確保

【現状と課題】

○ 県南地域は東北の玄関口であり、また、首都圏との隣接性や温泉、豊

かな自然等に恵まれているという利点を生かし、地域ぐるみで首都圏か

らの交流人口の増加を図っております。このため、地域住民のみならず

来訪者等が安心して旅館や飲食店などを利用できるよう、食品の安全性

の確保と衛生水準の向上が求められています。

○ アクセス道の整備により、直売所における農産物加工品等の販売が拡

大する傾向にあるため、利用者が安心して食品を購入できるよう、土産

品等の製造施設に対する監視指導の強化が必要となります。

○ 偽装表示や食中毒等の様々な食品に関わる事例が社会問題となってい

ることから、地域住民に対する食の安全に関する学習の場や消費者への

適正な情報の提供が必要とされています。

不良食品発見件数

１６年度 １７年度 １８年度 １９年度

管内製造品 ５ ４ ２５ ９

管外製造品 ２ ０ ０ ５

【施策の方向】

○ 旅館、飲食店、食品製造施設及び直売所などへの監視指導や衛生講習

会を通して地場産品や観光土産品をはじめとする各種食品の衛生確保の

徹底と表示の適正化を図り、食中毒の発生防止に努めます。

○ 人に健康被害を与える食品が流通しないよう収去検査を実施し、不良

食品の排除に努めるとともに、食品添加物や残留農薬の検査などを通じ

て食品の安全性の確保を図ります。

○ 食品営業者等への出前講座及び食品衛生月間における食品衛生懇談会

や街頭キャンペーン等のほか、小学生を対象に食品の安全に関する知識

を積極的に提供し、健全な食生活を実践する能力を高めることなどで、

地域や家庭を通して食品衛生思想の普及啓発を図ります。
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２ 生活習慣病予防の推進

【現状と課題】

○ 県民の健康づくりの基本指針である「健康ふくしま２１計画」の推進

方策である「望ましい食生活を実践できる環境整備」を図ることを目的

に、健康に配慮した食事の提供及び健康づくりに関する情報を発信でき

る「うつくしま健康応援店」の店舗数の拡大を図っています。しかしな

がら、関係者への浸透度が不十分なため、登録店舗数が少ない等の課題

を抱えています。

「うつくしま健康応援店」登録店舗数

１７年度 １８年度 １９年度

目標店舗数 ２３ ３３ ４３

新規登録店 １０ ８ １２

登録店舗数 ２３ ３１ ４３

○ 特定給食施設に対し、適正な栄養管理が実施されるよう栄養指導員に

よる指導・助言を行っていますが、住民の健康保持増進を図るため、今

後も継続した指導が必要です。

特定給食施設栄養管理点検票項目の優良施設の割合（％）

１７年度 １８年度 １９年度

優良施設の割合 ４０ ７４ ８０

※特定給食施設とは、学校・病院・福祉施設・事業所など、特定の集団

を対象にして継続的に食事を提供する施設をいう。

○ たばこの煙は、有害物質が多く含まれ、たばこを吸う人の周囲に及ぼ

す影響が大きいので、受動喫煙を防止するため、公共施設における分煙

対策が求められています。

公共施設分煙率（％）

１６年 １７年 １８年 １９年 20年

５月 11月 ５月 11月 ５月 11月 ５月 11月 ５月

市役所・ 管内 41.7 58.3 50.0 58.3 77.8 66.7 50.0 61.5 76.9

役場庁舎 県 53.3 54.4 61.4 62.5 62.3 67.2 68.1 77.3 81.8

市町村保健 管内 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

センター 県 77.6 80.7 84.7 84.7 91.9 95.2 92.7 95.2 95.3

小学校 管内 93.3 100.0 91.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

県 89.6 92.6 97.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

中学校 管内 94.4 100.0 94.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

県 89.3 92.9 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

体育館等 管内 42.9 33.3 33.3 70.0 66.7 72.7 85.7 71.4 75.0

県 56.0 50.8 54.7 57.7 70.0 78.4 83.2 85.4 87.9
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【施策の方向】

○ 「うつくしま健康応援店」のＰＲ等を通して、登録店舗数の拡大を図

るとともに、登録店舗による活性化策の検討を行います。

○ 特定給食施設等に対し、年間計画に基づく巡回指導を通して、施設の

状況把握を行うとともに、指導・助言を計画的・継続的に行います。

○ 受動喫煙防止対策の普及啓発及び公共施設の分煙対策を進めるととも

に、禁煙希望者への支援を推進します。

３ こころの健康・自殺予防対策の推進

【現状と課題】

○ 社会経済の高度化・複雑化によりストレスを強く感じている人が増加

しており、うつ病、引きこもり、アルコール依存、さらには自殺など、

さまざまな「こころの健康」の問題が生じていることから、関係機関の

対応が求められています。

○ 管内においても、全国と同様に自殺死亡率が高くなっているため、平

成１８年度から、「こころの健康・自殺予防対策事業」に取り組み、事業

の定着化と支援に努めてきました。

県では自殺者の減少に向けて、平成１９年１２月に「福島県自殺対策

推進行動計画」を策定しましたが、これを受けて管内市町村が取り組む

うつ病・自殺予防対策を支援する必要があります。

自殺死亡率（人口１０万対）

１６年 １７年 １８年 １９年

管内 26.5 31.3 30.0 37.4

県 27.6 29.1 29.9 28.6

国 24.0 24.2 23.7 24.4

【施策の方向】

○ 地域保健と職域保健が連携し、地域と職域が一体となってこころの健

康づくりを推進します。

○ 中高年を対象としたうつ病のスクリーニング調査や介護予防事業にお

けるうつ病チェック項目に該当したハイリスク者に対する支援や、自殺

予防に関する普及啓発を実施する市町村を支援し、市町村におけるうつ

病・自殺予防対策の定着化を図ります。

○ 「福島県自殺対策推進行動計画」に基づき相談支援体制を整備すると

ともに、管内市町村の取り組みを支援します。
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４ 医療安全対策の推進

【現状と課題】

○ 平成１９年４月施行の医療法の一部改正により医療安全管理体制の一

層の充実・強化が求められています。しかしながら、管内における取り

組み状況は医療機関によって格差があることが確認されています。

これらの格差を縮め、更なる充実を図るため、医療機関に対する立入

検査をはじめ研修会や連絡会議を通して、医療事故防止や院内感染の防

止等について適切な指導を行い、安全で良質な医療を提供する体制を確

保する対策が必要です。

医療監視目標達成率（％）

( )カッコ内は監視施設数

施設 実施基準 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

病院 毎年1回 100.0 (14) 100.0 (13) 100.0 (13) 100.0 (13) 100.0 (13)

一般診療所 ２年に１回 29.2 (14) 32.7 (16) 46.9 (23) 83.7 (41) 81.6 (40)

歯科診療所 ３年に１回 39.1 (9) 79.2 (19) 73.9 (17) 95.7 (22) 108.7 (25)

【施策の方向】

○ 医療安全管理体制の更なる充実を図るため、医療機関に対する立入検

査を引き続き実施します。

○ 医療機関に対する研修会や連絡会議等において、医療事故防止や院内

感染の防止等の医療安全管理に関する様々な視点から各医療機関に対し

適切な指導助言を行い、安全で良質な医療を提供する体制の確保に努め

ます。

５ 地域福祉活動への住民参加の促進

【現状と課題】

○ 誰もが自分の住む地域において自分らしい生活を安心して送るために

は、行政サービスだけでは限界があり、地域社会を支えている住民は、

地域福祉の担い手として、自発的かつ積極的にボランティア活動に参加

することが求められています。

○ 管内では、ボランティア、ＮＰＯが子育て支援、障がい者支援、高齢

者支援等の多様な分野において活動しています。

ボランティアに関する情報提供や研修、相談や登録等を行う市町村ボ

ランティアセンターの活動を中心に、より一層ボランティア活動による

地域福祉の推進が必要とされています。なお、管内の市町村ボランティ

アセンターは、平成１９年度末で全市町村で設置済です。
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【施策の方向】

○ 市町村ボランティアセンター活動の充実と強化を図るため情報提供や

連絡調整等による連携と支援に努めます。

○ 市町村の地域福祉づくりの指針となる市町村地域福祉計画の策定を促

進するため、市町村への支援を継続して行います。

○ 管内の保健・医療・福祉のボランティア・ＮＰＯの連携、協力、協働

ネットワークの構築を積極的に支援します。

６ 思春期保健対策の推進

【現状と課題】

○ 平成１８年度以降、管内の１０代の人工妊娠中絶実施率は、県平均を

下回る状況となっていますが、関係者との連携協力による思春期保健対

策の継続が求められています。

平成１８年度以降、思春期保健教育は全中学校・高校で実施していま

すが、必ずしも全学年で実施されている状況ではありません。教材資料

を十分に活用しながら、子どもたちの自尊感情を育成することが重要と

なっています。

思春期保健教育の実施校

１７年度 １８年度 １９年度

中 １年生で実施 １６ １７ １７

学 ２年生で実施 ９ １２ １０

校 ３年生で実施 １７ １８ １８

高 １年生で実施 ８ ８ ７

２年生で実施 ８ ８ ８

校 ３年生で実施 ４ ４ ４

※ 管内の中学校数 １８校

管内の高校数 ８校

【施策の方向】

○ 県南保健福祉事務所においては、平成１７年度から県南教育事務所と

共同で思春期対策に取り組んでおり、これまでの実施内容をより効果的

なものとするとともに、全学年において、自尊感情の育成を踏まえた思

春期保健教育を実施できるように努めていきます。
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７ 子育て支援環境づくりの推進

【現状と課題】

○ 事業者の協力を得て子育てしやすい環境を整備することにより、子育

て世帯を社会全体で支える機運を盛り上げることを目的として、平成

１９年１２月より子育て応援パスポート事業が開始され、平成２０年

４月現在、管内では１２９店舗が協賛店となっていますが、協賛店舗数

はまだ少ない現状です。

○ 少子化等を背景として、子育てに不安を有する保護者の割合は高く、

地域内の全ての子育て家庭に対する支援が求められています。特に子育

ての孤立化を防止するためには、親子がともに他の親子等と交流ができ

る機会を持つことや、子育ての不安に対して適切な助言等を得られる体

制整備を図っていくことが必要ですが、市町村による「子育て支援拠点」

数は、平成１９年度末現在、４か所（３市町村）に止まっています。

子育て支援拠点（ひろば型・センター型・児童館型）数

１６年度 １７年度 １８年度 １９年度

子育て支援拠点数 １ ２ ３ ４

ひろば型 ０ １ １ ２

センター型 １ １ ２ ２

児童館型 ０ ０ ０ ０

【施策の方向】

○ 子育て支援の内容を拡大し、子育て家庭がさらに多様な支援を受ける

ことができるよう、関係機関と連携しながら、管内の子育て応援パスポ

ート事業協賛店の増加を図ります。

○ 地域内すべての子育て家庭に対して支援を行う体制の整備を図るため、

市町村による子育て支援拠点（ひろば型・センター型・児童館型）の設

置を支援します。

８ 介護保険制度の円滑な運営支援

【現状と課題】

○ 管内における高齢化率、要介護認定率は、ともに県平均よりは低いも

のの、年々高くなっています。また、要介護者の増加に伴い、介護サー

ビスの利用量、給付額も増加しています。このような中、平成１８年の

制度改正に伴い、地域密着型サービスや介護予防事業をはじめとする地

域支援事業の導入など、保険者である市町村による主体性を発揮した制

度運営が求められています。
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要介護認定率と高齢化率（％）

※ 要介護認定率は当該年の３月３１日現在

高齢化率は当該年の４月１日現在

【施策の方向】

○ 市町村の介護保険事業の適正な運営、介護保険財政の健全化を推進す

るため、保険者事務に関する事項について支援・助言を行います。

９ 障がい者の地域生活移行への支援

【現状と課題】

○ 管内は総合社会福祉施設「太陽の国」を有しているおり、障がい者福

祉については施設福祉の占める比重が高いという地域特性を持ち、精神

障がい者については精神科病院を中心に施策が展開されてきました。

今後は、平成１８年４月１日施行の障害者自立支援法の精神を受けて、

障がい者の地域生活移行を促進し、障がい者及び障がい児がその有する

能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来

るように支援することが求められています。

共同生活住居（グループホーム・ケアホーム）入居定員数

１６年度 １７年度 １８年度 １９年度

グループホーム 定 員 ４０ ６３ ７２ ８４

・ケアホーム

【施策の方向】

○ 障がい者相談支援体制の充実を図り、障がい者の地域生活移行の受け

皿となる共同生活住居（グループホーム・ケアホーム）の整備促進など、

必要な障害福祉サービス給付その他の支援を行います。

－９－

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

16年 17年 18年 19年

要
介
護
認
定
率

20.5

21.0

21.5

22.0

22.5

23.0

高
齢
化
率

要介護認定率（管内）

要介護認定率（県）

高齢化率（県）

高齢化率（管内）



10 保健・医療・福祉サービスの情報提供体制の充実

【現状と課題】

○ 平成２０年度からスタートした特定健康診査・特定保健指導及び健康

づくりへの関心の高まり、医師不足等の地域医療への不安等から、住民

の保健・医療・福祉に関するニーズは、高度化、多様化しており、専門

的かつ総合的な保健・医療・福祉サービスの一体的な情報提供が求めら

れています。

○ インターネット等の情報通信技術を有効に活用して保健・医療・福祉

に関する情報の収集、整理、分析等を行うとともに、関係機関における

地域の特性や課題の把握につながる質の高い情報の共有により、効果的

な施策の展開が求められています。

県南保健福祉事務所ホームページアクセス件数

【施策の方向】

○ 保健・医療・福祉に関する情報をホームページ等を活用して適宜速や

かに提供するとともに、電子メール等による住民等からの相談、意見等

にも円滑に対応できるよう取り組みます。

○ 科学的根拠に基づいた地域保健活動を推進するため、保健・医療・福

祉に関する情報を収集・分析して健康課題を明確化する地域診断を行い、

地域診断結果を住民、関係機関に提供することにより、地域の実情・特

性を活かした効果的な保健・医療・福祉施策の企画及びその実施を支援

します。

－１０－
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Ⅴ 計画の進行管理

計画の着実な推進を図るため、目標値を設定し、毎年度その推移を点検・

把握することにより、目標達成度を確認していきます。

また、目標の達成、未達成にかかわらず、その理由や原因の分析を行い、

たえず対応方策の再検討をしていきます。

なお、計画を実施していく過程において、社会情勢の変化や制度改正等に

よって、指標及び目標値の修正や新たな取組み等が必要となった場合には、

計画を見直していきます。

【進行管理指標】

現 況 年 度 別 目 標 値
指 標 名

19年度 20年度 21年度 22年度

食品製造施設の監視率※１ ２０８．８％ ２１０％ ２１０％ ２１０％

小学生の食の安全教室実施校数 ２８校 ２９校 ３０校 ３０校

「うつくしま健康応援店」登録店舗数 ４３店 ５４店 ６５店 ７５店

市役所・役場庁舎の分煙率 ６１．５％ １００％ １００％ １００％

うつ病・自殺予防対策実施市町村数※２ １ ３ ５ ９

病院 （毎年１回） １００．０％ １００％ １００％ １００％
医療監視の

一般診療所(2年に1回) ８１．６％ １００％ １００％ １００％
目標達成率

歯科診療所(3年に1回) １０８．７％ １００％ １００％ １００％

県南保健福祉事務所ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載 20年度実績 20年度実績
するﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ＮＰＯ団体数 の20%増 の30%増

思春期保健 中学生 ８３．３％ ９０％ ９５％ １００％
教育実施率
※３ 高校生 ７９．３％ ９０％ ９５％ １００％

ひろば型 ２ ３ ３ ３
子育て支援

センター型 ２ ２ ４ ５
拠点数

児童館型 ０ ０ ０ １

共同生活住居（グループホーム・ケ
アホーム）入居定員数 ８４人 ９６人 ９６人 １０１人

県南保健福祉事務所ホームページ 16,243件 17,000件 18,000件 19,000件
アクセス件数

－１１－



管内の食品製造施設に対する年間の延べ監視件数

※１「食品製造施設の監視率」＝ ×100

当該施設数

※２ 「自己評価票」「相談窓口一覧表」の住民への配布の実施市町村数

学年ごとの実施数

※３ ×100 の３学年平均

管内学校数

－１２－


